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平成 25 年 12月 20 日 

  規制改革会議 

 

  

 
 



 

 

 

IT 関連の規制改革事項について、日本再興戦略（平成 25 年 6 月 14 日閣議決定）に

盛り込まれた「IT 利活用の裾野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン」の

策定に際し、別添のとおり取りまとめたので報告する。 

この報告においては、IT 利活用により、国民等の①選択肢の拡大及び②負担軽減に

資する規制改革事項のほか、③対面・書面交付の見直しに係る規制改革事項について

とりまとめているものである。 

規制改革会議としては、今回の報告に掲げられた項目のフォローアップはもとより、

IT 利活用の裾野拡大のための規制改革について、引き続き取り組んでいくこととした

い。 
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No 事項名 提案の具体的内容等 措置の概要等 所管省庁

1

クラウドメディア
サービスの実現の
ための規制の見直
し

クラウドメディアサービスにおけ
る著作権に係る事項は、事業
者が積極的にサービス展開で
きるように、法令上の解釈運用
を明確化すべき

著作権の適切な保護と著作物の公正な利用の調和を図りつつ、新しい産
業の創出・拡大に資する観点から、クラウドにおける私的複製を支援する
サービスや、情報活用のサービス等についてサービス提供を可能とするよ
うな権利制限規定の在り方や円滑なライセンシング体制の構築について文
化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会において検討を行い、関
係者間の合意が得られることを前提に平成26年度のなるべく早い時期に結
論を得る。

文化庁

2
外部委託先の監督
についての明確化

金融機関によるクラウドサービ
スの活用が可能となるよう、ク
ラウドサービスの実態に応じ
て、外部委託先の監督規制の
見直しを行うべきである。

クラウドサービスの健全な発展を図る観点から、平成26年度から開始され
る財団法人金融情報システムセンターの安全対策基準の検討、改定内容
を踏まえ、クラウドサービスの適切なリスク管理、監督のあり方について検
討し、必要な措置を実施する。
また、クラウドサービス事業者への監査方法については、上記の検討状況
と合わせ、周知徹底等の必要な措置を実施する。

金融庁

3

教育情報化の推進
に関する制度見直
し等

教科書は紙ベースの「教科用
図書」のみ認められている（学
校教育法第34条）。電子教科書
も「教科用図書」と位置づけ、教
科書検定制度や無償給与制度
等を見直すべき

実証研究などの状況を踏まえつつ、デジタル教科書・教材の位置づけ及び
これらに関連する教科書検定制度などの在り方について、平成26年度まで
に課題を整理し、平成28年度までに導入に向けた検討を行う。

文部科学省

4

現況地形及び施工
図の３Ｄ化・配信の
推進

公共工事の設計、積算、入札
及び契約については２Dの設計
図書を用いることが前提となっ
ているが、土工量計算やその
結果から工期算出する上でも、
容易にかつ正確に算出が可能
となり、見積もり誤り及び工期
遅れを防止することにも効果が
あり、情報化施工促進に大きく
役立つことから３次元化を推進
すべきである。

公共事業の計画から調査・設計、施工、維持管理、更新に至る一連の過程
において、３次元モデルを活用し、一連の建設生産システムの効率化・高度
化を図るCIM(Construction Information Modeling)について、試行を行いつ
つ、制度設計をおこなう。平成26年度には３次元モデルを用いた数量計算
手法の活用及び設計成果の納品基準の策定等について検討を行う。

国土交通省

5
建築確認申請の電
子化

BIMの普及活用の状況を踏ま
え、確認申請の電子化を促進
すべき。

BIM(Building Information Modeling)やCAD等から作成された電子データを用
いて建築確認申請の電子申請を行う場合の留意点について、平成25年度
中に通知する。

国土交通省
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No 事項名 提案の具体的内容等 措置の概要等 所管省庁

6

公的機関からの電
子的手段による通
知の促進

住民税特別徴収に係る手続き
は、eLTAXをベースとし、全自
治体において電子的に行える
ようにすべき。具体的には、①
企業に対する給与所得等に係
る市町村民税・道府県民税特
別徴収税額の決定・変更通知
書の電子化（１企業に対して１
つの電子データでの提供）、②
個人への税額通知方法の統一
（データを一本化し、各納税者
が専用ＨＰへアクセスすること
により参照できる仕組みの構築
等）、③「給与所得等に係る市
町村民税・道府県民税特別徴
収税額の決定・変更通知書」の
フォーマットの統一化
を実現すべきである。

①eLTAXにおいては、複数の市町村からある一つの企業に当該特別徴収
税額通知を送信する場合、当該複数の市町村からの電子データが１つの
データとして、企業に送信される機能が既に実装されているところ。eLTAX
を通じ、当該特別徴収税額通知を電子署名付きの電子データで送付するこ
とについては、平成27年９月を目処にeLTAXを改修し、その後、各市町村に
おいて税務システムをeLTAXに対応できるよう改修を進め、完了した市町
村から順次電子署名付きの電子データの送付を開始する。
②各納税義務者が専用のホームページ上で税額を参照できる仕組みにつ
いて、社会保障・税番号制度におけるマイ・ポータルの機能と併せて検討を
行う。
③「給与所得等に係る市町村民税・道府県民税特別徴収税額の決定・変更
通知書」に係るeLTAX仕様の統一的なフォーマットについては、①の改修に
併せて平成27年９月を目処に対応する。

総務省

7

地下街等の閉空間
における電波申請
書（工事設計書）の
簡素化

電波中継装置の電波申請で、
多数のアンテナに関する申請を
同時に行う際には、１件ごとの
入力ではなく、一覧表の添付
（excel,csv形式など）で一括申
請できるようにするなど、電波
利用電子申請・届出システムの
改善を図るべきである。

企業の利便性を高める観点から、電波中継装置の一括申請等の電波利用
電子申請・届出システムの機能改善について、平成27年度のシステムの機
能改修までに検討をおこない、結論を得る。

総務省

8

国税関係帳簿書類
の電子化保存に関
する規制の見直し

電子帳簿保存法に定める「一
貫性」「相互関連性」「見読可能
性」「検索機能」等は、紙帳簿で
は具体的に求められていない
要件であり、紙による保存より
も過度に厳格になっているこれ
らの要件を見直すべき。また、
電子帳簿保存により、企業サイ
ドのみならず、当局の事務効率
化も図るよう、紙による保存より
も電子保存を促進する観点で
法を見直すべき。さらに税務関
係書類等の国税関係書類の電
子保存（スキャナ保存）に係る
要件等について、企業の業務
効率の向上を図るため見直す
べき。

国税関係帳簿書類の電子保存について、国税の納税義務の適正な履行を
確保しつつ、電子保存によりコスト削減をいかに図るかという観点から、業
界団体等に対するアンケート、ヒアリングを通じて把握した保存の実態や保
存に関する技術動向及び電子データの訴訟上の証明力に関する判例動向
を踏まえ、電子保存が可能な国税関係帳簿書類の範囲等につき検討を行
い、関係者等の意見を踏まえた上で、平成27年度以降できる限り早期の税
制改正プロセスで結論を得る。

財務省
国税庁

9

非対面サービスで
の本人確認、年齢
確認

非対面での本人確認について
は、国民や法人等の利便性を
高めるため、非対面で完結する
簡便な本人確認方法を構築す
る。

非対面での本人確認については、ＦＡＴＦ勧告への対応を含むマネー・ロン
ダリング対策として必要な水準を維持しつつ、国民や法人等の利便性を高
める観点から、公的個人認証サービスの民間活用を含む非対面で完結す
る本人確認方法について、事業者等からの具体的な提案に基づき検討を
行い、結論を得る。

警察庁
総務省

10

保険契約の解約返
戻金がないことを記
載した書面の交付
義務の緩和

保険料の計算に際して予定解
約率を用い、かつ保険契約の
解約返戻金を支払わないことを
約した保険契約の保険募集に
際して、解約返戻金がないこと
を保険契約者に説明するため
の方法は「書面の交付」に限定
されているが、これを緩和し、当
該書面に記載すべき事項を電
磁的方法により提供することが
できるようにすべきである。

事前に契約者の承諾を得ることを前提に、保険契約の解約返戻金がない
旨の説明書面等につき、電磁的方法により提供することを可能とすることに
ついて、保険契約者等保護に留意しつつ、平成25年度中に検討を行い、結
論を得る。

金融庁


